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議案第２号 

「生産数量（面積）の目安」設定の考え方（案） 
 

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 日 
福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 

「３０年以降の福島県水田農業の推進方針」にもとづく、県・地域農業再生
協議会にかかる「生産数量（面積）の目安」の設定等については、以下の考え
方により取りすすめる。 
 
１．「生産数量（面積）の目安」ガイドライン 
（１）福島県水田農業産地づくり対策等推進会議は、最終的な県・地域農業再 
生協議会別「生産数量（面積）の目安」設定に向け、９月に県・地域農業 
再生協議会別「生産数量（面積）の目安」ガイドラインを設定する。 

（２）「生産数量（面積）の目安」ガイドラインは、最終的な県・地域農業再生 
協議会別の「生産数量（面積）の目安」設定に向けた、検討のたたき台と 
して位置づける。 
 

２．「生産数量（面積）の目安」設定 
（１）「生産数量（面積）の目安」ガイドラインの設定 

「生産数量（面積）の目安」ガイドライン算定の要素・基本的考え方は、 
以下のとおり。 
＜算定要素＞ 
Ａ．前年産米作付面積（地域農業再生協議会単位） 
ａ．主食用米面積 
ｂ．非主食用米面積（うち飼料用米面積） 
ｃ．主食用米未達面積 
ｄ．主食用米作付再開面積 
ｅ．非主食用米作付再開面積 
Ｂ．前年産統計上の差異等面積（主食用米） 
Ｃ．主食用米の減少率（「０．０１」を基本） 
＜算定の考え方＞ 
Ｄ．県全体 
ａ．地域農業再生協議会単位で算出のうえ合計し、前年産米の統計上の差異 
等（主食用米）を加算して算出する。 
ｂ．県全体の面積については、需給環境をふまえ、算出結果を増減させるこ 
とも可とする。 
Ｅ．地域農業再生協議会 
ａ．作付再開地域 
＜主食用米面積＞ 
・前年産主食用米作付面積に主食用米減少率を１から控除した比率を乗じ、 
前年産の主食用米作付再開面積を加算する。 
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議案第２号 

＜非主食用米面積（参考：飼料用米面積）＞ 
・前年産非主食用米作付面積に前年産主食用米面積に主食用米減少率を乗じ 
た面積および前年産の非主食用米作付再開面積を加算する。 
＜全水稲作付面積＞ 
・主食用米作付面積＋非主食用米作付面積とする。 
b.その他地域 
＜主食用米面積＞ 
・前年産主食用米作付面積から未達面積を控除したものに、主食用米の減少 
率を１から控除した比率を乗じ（①）、これに、①の県全体合計（②）を、 
②から前年産の主食用米作付再開面積県全体合計を控除したもの（③）に 
圧縮する比率を乗じて算出する。 
＜非主食用米面積（参考：飼料用米面積）＞ 
・前年産非主食用米作付面積に、前年産未達面積および前年産主食用米面積 
から未達面積を控除したものに主食用米減少率を乗じたものを加算して 
算出する。 
＜全水稲作付面積＞ 
・主食用米作付面積＋非主食用米作付面積とする。 
 

（２）地域農業再生協議会における「生産数量（面積）の目安」希望数量 
地域農業再生協議会は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議から 
のガイドライン等の通知をふまえ、地域農業再生協議会としての総括・方 
針等に照らし目指すべき米価・所得・販売戦略等も考慮しながら、地域農 
業再生協議会としての「生産数量（面積）の目安」希望数量を整理し、福 
島県水田農業産地づくり対策等推進会議に報告する。 

 
（３）県・地域農業再生協議会別「生産数量（面積）の目安」の決定 
ア．１１月末に公表される国の基本指針等をふまえ、県全体の「生産数量（面 
積）の目安」ガイドラインを修正する。主に修正が必要な個所は、主食用 
米減少率、作付再開面積、および最終的な制度別用途別作付実績等。 
イ．県全体の修正「生産数量（面積）の目安」にもとづき、地域農業再生協 
議会別「生産数量（面積）の目安」を決定・通知する。 
ウ．県全体の「生産数量（面積）の目安」と地域農業再生協議会からの「生 
産数量（面積）の目安」合計との調整方針は以下のとおり。 

 
「３０年以降の福島県水田農業の推進方針」より抜粋 
○県協議会は地域農業再生協議会からの希望を県全体として集計し、それが 
県段階の「生産数量（面積）の目安」を下回る場合は、地域農業再生協議 
会からの希望を地域農業再生協議会別の「生産数量（面積）の目安」とし 
て整理。 
○県協議会は地域農業再生協議会からの希望が県段階の「生産数量（面積） 
の目安」を上回る場合は、作付再開地域の主食用米生産を優先し、残りを 
県の「生産数量（面積）の目安」に合致するよう一律削減することを基本 
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議案第２号 

として調整し、地域農業再生協議会（市町村）別「生産数量（面積）の目 
安」を提示。 

  
（４）「生産数量（面積）の目安」の取り扱い等 
ア．地域農業再生協議会における「生産数量（面積）の目安」の生産者への 
通知等の取り扱いは、各地域農業再生協議会に一任する。 
イ．県・地域農業再生協議会は、通知された「生産数量（面積）の目安」に 
もとづき需要に応じた米生産を推進するとともに進捗等を管理する。 

 
（５）全体日程等 
別紙のとおり。

（６）その他 
ア．参考として、地域農業再生協議会ごとの主食用米の生産量を提示する。
地域農業再生協議会ごとの主食用米の生産量算出にあたっては、公表さ
れた前々年産市町村別単収を作況で調整した単収を使用する。
イ．統計上の差異等については、前年産の数値を使用し、県全体の面積を整
理するものとし、地域農業再生協議会は統計上の差異の縮小に努め、縮小
面積は非主食用米面積の拡大に取り組むものとする。

以上
＜参考資料＞ 
○３０年以降の福島県水田農業の推進方針より抜粋
○「生産数量（面積）の目安」の算定にかかる需給見通し等
○「生産数量（面積）の目安」ガイドラインの設定（例：３０年産主食用米） 
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議案第２号 

○全体日程等 
時期 全体状況 国 県協議会 地域農業再生協議会 

９月 
○当年産県・地域農
業再生協議会別作
付概ね確定

○県・地域農業再生協議会
別作付動向公表

○当年総括・次年方針・ガイドライ
ン・今後のすすめ方整理
○地域農業再生協議会との意見交
 換

１０月 ○当年産米の作柄概
ね確定

○１０月１５日現在の作柄
公表

○当年産総括・次年方針・今後
のすすめ方整理
○方針作成者・生産者との意見
交換

１１月 

○食糧部会開催
○当年・次年産需給見通し
公表（次年産の生産量見
通し）

○「生産数量（面積）の目安」
にかかる希望面積報告（中
旬目途）

１２月 ○次年度予算案決定
○県・地域農業再生協議会別の「生
産数量（面積）の目安」の設定・
通知

１月 ○産地交付金財源配分
○県制度別・用途別作付計画決定
○産地交付金単価・地域農業再生
協議会別財源配分

○「生産数量（面積）の目安」
の取り扱い整理

２月 ○「生産数量（面積）の目安」に
基づく推進開始

○制度別・用途別作付計画決定
産地交付金単価決定

３月    
○３４年産へ向けての地域農
業再生協議会の水田農業の
今後の見直し等の修正
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議案第２号 

（参考）「３０年以降の福島県水田農業の推進方針」より抜粋 

○あくまで「生産数量（面積）の目安」であり、県・地域農業再生
協議会ともこれにもとづき需要に応じた米生産を推進。 
○直接的メリット措置との連動はないが、「制度別・用途別作付計 
画」・経営所得安定対策等加入とセットで需要に応じた米生産を推進。  
○「生産数量（面積）の目安」を地域農業再生協議会から生産者に
提示することは、地域農業再生協議会の判断とする。 
○「生産数量（面積）の目安」設定は当面５年間程度とし、その後
は、需要に応じた米生産の定着度合いをも見ながら別途提起。
＜「生産数量（面積）の目安」設定および運営の考え方＞ 
○県段階の「生産数量（面積）の目安」の設定
①県協議会は、全国の必要生産量（面積）が前年産より○％減少し
た場合、福島県の前年産生産数量（面積）に全国の減少率を乗じ
て翌年産「生産数量（面積）の目安」を設定。なお状況により多
少の幅をもって設定することができるものとする。
②同時に、県協議会は県全体の翌年産「制度別・用途別作付計画（面
積）」を設定。

○地域農業再生協議会（市町村）段階の「生産数量（面積）の目安」
設定 

①地域農業再生協議会は、前年産主食用米作付面積実績をベースに
翌年産生産希望数量（面積）を整理。
②県協議会は①を県全体として集計し、それが県段階の「生産数量
（面積）の目安」を下回る場合は①を地域農業再生協議会別の「生
産数量（面積）の目安」として整理。 
③県協議会は②が県段階の「生産数量（面積）の目安」を上回る場
合は、作付再開地域の主食用米生産を優先し、残りを県の「生産
数量（面積）の目安」に合致するよう一律削減することを基本と
して調整し、地域農業再生協議会（市町村）別「生産数量（面積）
の目安」を提示。
④県協議会は、地域農業再生協議会の「生産数量（面積）の目安に」
もとづき進捗を把握し、毎年９月までに当年産総括と翌年産取り
組み方針、すすめ方を提示。

⑤地域農業再生協議会は、地域ごとの「生産数量（面積）の目安」
にもとづき進捗を把握し、毎年１０月までに当年産総括と翌年産
取り組み方針、すすめ方を提示。
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議案第２号 

（参考）「生産数量（面積）の目安」の算定にかかる需給見通し等 

◆２９／３０年主食用米等の需給見通し（例） 
単位：万㌧ 

２９年６月末民間在庫数量 １９９  
２９年産主食用米生産量 ７３５ 生産数量目標 
２９／３０年主食用米等供給量計 ９３４  
２９／３０年主食用米等需要量 ７５２  
３０年６月末民間在庫量 １８２  

○今年の１１月に、国は２９年産米の生産面積、作柄等をふまえた供給量およ
び需要量を推定のうえ、３０年６月末の民間在庫見通し、３１年６月末の民
間在庫数量を考慮した３０年産米の必要生産量を示すことが想定されます
○上記表は、２９年産米生産量が生産数量目標どおり、需要量も公表している
基本指針どおりとしたら、３０年６月末時点民間在庫数量が１８２万㌧とな
る場合の例示です。

◆３０／３１年主食用米等の需給見通し（例） 
単位：万㌧ 

２９年６月末民間在庫数量 １９９  
２９年産主食用米生産量 ７５０ 作況１０２ 
２９／３０年主食用米等供給量計 ９４９  
２９／３０年主食用米等需要量 ７５２  
３０年６月末民間在庫量 １９７  
３０年産主食用米生産量 ７２７  
３０／３１年主食用米等供給量計 ９２４  
３０／３１年主食用米等需要量 ７４４ ７５２－８ 
３１年６月末民間在庫量 １８０  

○上記表は、２９年産米の生産量が作況「１０２」で７５０万㌧、２９／３０
年需要量が７５２万㌧で基本指針どおり、３０／３１需要量が７５２万㌧か
ら８万㌧減少した７４４万㌧、３１年６月末民間在庫数量が１８０万㌧とし
た場合、３０年産米の必要生産量は７２７万㌧であることを示しています。
○この場合、全国の必要生産量は、７２７万㌧／７５０万㌧＝９７％水準とな
ります。
○しかしながら、作況要因が２％あるので、面積ベースでは７２７／７３５＝
９９％水準となります。
○福島県の２９年産米作付面積が仮に６０，０００ｈａで、未達カウント面積
（仮に１，０００ｈａとします）を考慮するとし、（６０，０００－１，００
０）×０．９９（１－主食用米減少率）＝５８，４１０ｈａが県全体の「生
産数量（面積）の目安」として算出されます（統計上差異を考慮しない場合）。
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議案第３号 
３０年産「生産数量（面積）の目安」ガイドライン（案） 

「生産数量（面積）の目安」設定の考え方を基本に、３０年産「生産数量（面
積）の目安」ガイドラインを、以下により設定する。

１．２９年産米生産の全体構図（２９年７月末時点基準）  
  別紙（参考）のとおり。

２．「生産数量（面積）の目安」ガイドライン算出の考え方 
（１）主食用米  
別紙「（参考）「生産数量（面積）の目安」ガイドラインの設定について（３

０年産主食用米）」による。     

（２）非主食用米等 
以下の考え方により、「生産数量（面積）の目安」設定の考え方にもとづく
面積を調整し算出する。
項 目 対 象 考え方 

非主食用米全体

被災１２市町村 

○２９年産作付実績＋（２９年産主食
用米作付実績－３０年産主食用米
「生産数量（面積）の目安」ガイド
ライン）＋２９年産作付再開実績。
○ただし、算出結果がマイナスの場合
はゼロとする。

その他地域

○２９年産作付実績＋（２９年産主食
用米作付実績－３０年産主食用米
「生産数量（面積）の目安」ガイド
ライン）。

飼料用米

被災１２市町村

○２９年産作付実績＋（２９年産主食
用米作付実績－３０年産主食用米
「生産数量（面積）の目安」ガイド
ライン）＋２９年産作付再開実績。
○ただし、算出結果がマイナスの場合
はゼロとする。   

その他地域
○２９年産作付実績＋（２９年産主食
用米作付実績－３０年産主食用米
「生産数量（面積）の目安」ガイド
ライン）。

全水稲作付面積 ○主食用米「生産数量（面積）の目安」ガイドライン＋非主
食用米「生産数量（面積）の目安」ガイドライン。

単収 ○農林水産省公表２８年産子実用稲単収を地域作況で補正、
ただし公表値がない市町村は地域基準単収を使用。

主食用米生産量 ○主食用米「生産数量（面積）の目安」ガイドライン×単収。

３．「生産数量（面積）の目安」ガイドライン 別紙のとおり。           
     以上
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